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伐って、使って、育てる。 

暮らしを支える森林づくりと稼げる林業の推進 

第2次福井市森林整備 ・ 林業成長産業化推進プラン  
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序章 はじめに 

第１節 策定の趣旨 

令和3年3月に「福井市森林整備・林業成長産業化推進プラン（以下「プラ

ン」という。）を策定し、関係団体と連携しながら、森林・林業・木材産業の発

展に取り組んでいるところです。 

しかしながら、近年、森林・林業・木材産業を取り巻く環境は大変厳しく、気

候変動の影響による災害リスクの増加、木材価格の低迷、担い手の高齢化や減

少、境界未確定森林の存在など、持続的な経営を営む上で未だ多く課題を抱えて

います。 

一方で、森林経営管理法等の法改正、担い手の育成機関の設立や流通経路の変

化など、前計画の策定からの5年間の中で、新たな環境の変化も生じています。 

こうした課題や環境の変化に対応した施策を、長期的な視点（100年後）に立

ち、計画的に実施していくことが重要です。 

そこで、新たなプランでは、これまでの成果や課題、新たな環境の変化を踏ま

え、福井市森林・林業・木材産業の活性化を図るための指針となるよう、今後の

目指すべき方向性を示すために策定するものです。あわせて、新たなプランでは

森林整備の基準などを定める福井市森林整備計画を統合し、計画の実効性を高め

るものとします。 

第２節 プランの計画期間 

本プランは、上位計画である県の越前地域森林計画の計画期間（令和8年度から

令和17年度）と整合を図りつつ、10年先を見据えた計画として位置づけます。 

その上で令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とします。 

第３節 プランの位置づけと体系 

福井市総合計画は、本市の最上位計画として市政の方向性を定め、全ての政

策・施策の指針となる計画です。 

本プランは、福井市総合計画と整合性を図り、本市の林業分野における最上位

計画として位置付け、国や県の森林計画や他の関連計画とも整合・連携しなが

ら、計画期間内における森林・林業・木材産業の活性化を図るための基本的な指

針と具体的な施策を示すものとします。 

本プランは、森林整備や林業の活性化に関する市の指針・施策を示す部分（第

1章）と、伐採や造林などの技術的基準をまとめた部分（第2章）の二部構成と

しています。 

第1章は、主に市民や関係者の皆さまに本市の取り組みの方向性を理解してい

ただくことを目的とし、第2章は、主に森林所有者や林業従事者が具体的な施業

を行う際の指針となるものです。 

なお、本プランの体系を、次項に示します。 
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【プランの体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

森林計画制度 福井市の各種計画 

（R8～R12） 

福井市デジタル田園都市 

構想総合戦略 

福井市都市計画 

マスタープランほか 

政府 

福井市環境基本計画 

福井市総合計画 

全国森林計画 

森林・林業基本計画 

農林水産省 

森林経営計画 

森林所有者 

越前地域森林計画 

福井県 

福井市 
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第２章 森林整備に関する基準 
第2 章は、森林法に基づき市町村が定めるものとされている市町村森林整備計画

で、主に私有林の適切な森林施業に向けた技術的な規範として策定しています。国

の関連通達に基づく様式に示された事項について記載することが求められており、

使用する用語や設定する森林の機能、伐期を含めて、上位計画である福井県の「越

前地域森林計画」に適合するものとして定めています。 

第１節 伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関

する基本的な事項 

第１項  対象とする森林 

計画（第2章）の対象とする森林は、福井県の「越前地域森林計画」におけ

る、市域内の地域森林計画区域31,847.03ha とします。 

福井市における地域森林計画区域内の人工林・天然林の位置は概要図Bに示し

ます。 

第２項  森林の機能区分ごとの目指す姿と施業の方法 

森林の機能を十分に発揮する森林の姿と、そのために行う森林整備は次のとおり

です。 

（1） 公益的機能 

① 水源涵養機能 

＜森林の姿＞ 

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄えるすき間に富んだ

浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林 

良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、

下層植生や樹木の根を発達させる施業を推進するとともに、良質な水の安定供

給を確保する観点から、適切な保育・間伐等を行い、下層植生や樹木の根を発

達させる施業を推進します。 

また、自然条件や市民のニーズ等に応じ、自然の遷移も活用した針広混交林

の育成などの施業や、水源涵養のため指定された保安林の適切な管理を推進し

ます。 

イ 天然林 

人的な育成作業が必要な場合は補植や下刈り、除伐等の作業を行い、その後

は自然力に委ねます。倒木は地表を流れる水の速度を制御するなどの重要な機

能があり、腐朽段階の倒木は保水能力が高いため、機能発揮の重要な構成要素

とみなし、人為的に取り除かないようにします（安全管理上必要な場合は取り

除くものとします）。 
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② 山地災害防止機能/土壌保全機能 

＜森林の姿＞ 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生と

ともに樹木の根が深く広く発達し、土壌を保持する能力に優れた森林であって、

必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林 

地形、地質等の条件を考慮した上で、自然条件や市民のニーズ等に応じ、自

然の遷移も活用した針広混交林の育成などの施業を推進します。 

また、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう指定された保安林の

適切な管理を推進します。 

イ 天然林 

自然に再生した森林で、根が浅い樹種に偏っている場合は、深く根を張る樹

種を植栽し、根の浅い樹種と深く根を張る樹種の混交林に誘導します。深く根

を張る樹種の多い自然に再生した森林はそのまま自然の遷移に任せます。森林

の中でも樹高が高くまで成長している樹木で衰退が始まったものは順次伐倒

し、天然更新によって次代の樹木の確保を図ります。 

③ 保健・レクリエーション機能 

＜森林の姿＞ 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種・樹

齢等からなり、市民に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応

じて保健・教育活動に適した施設が整備されている森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林 

市民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や市民のニーズ等に応

じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を行うとともに、保健等のため指

定された保安林については適切な管理を推進します。また、美的景観の維持・

形成に配慮した森林整備を推進します。 

イ 天然林 

自然状態に近くかつ景観的に好ましい樹種構成（春季のサクラや秋季に紅葉

する樹種など）となるよう、必要に応じて樹種転換を図ります。ただし、生態

系の多様性等を保全する観点から、その土地固有の自然条件等に適した森林構

成を維持することを基本とした保全を図ります。 

④ 文化機能 

＜森林の姿＞ 

史跡、名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成してい

る森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林 

風致等のため指定された保安林については適切な管理を推進します。また、

美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進します。 

イ 天然林 

自然状態に近くかつ景観的に好ましい樹種構成（春季のサクラや秋季に紅葉

する樹種など）となるよう、必要に応じて樹種転換を図ります。ただし、地域
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で固有の樹種とのバランスに留意します。 

⑤ 生物多様性保全機能 

＜森林の姿＞ 

多種多様な生物が生育・生息している森林であって、多様な樹種・樹齢・

林齢で構成され、一定の広がりのある森林 

＜整備の概要＞ 

ア 人工林 

生態系の多様性等を保全する観点から、その土地固有の自然条件等に適した

森林構成を維持することを基本とした保全を図ります。また、野生生物のため

の回廊の確保にも考慮した適切な保全を推進します。 

イ 天然林 

多様な生物の生育・生息の場を提供するため、その重要な要素となる枯死木

や倒木を、林分成立段階・若齢段階・成熟段階の各段階において残存させ、自

然の遷移に任せながら、老齢段階の森林へと誘導します。 

（2） 木材等生産機能 

＜森林の姿＞ 

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木によ

り構成され、成長量が高い森林で、林道等の基盤施設が適切に整備されてい

る森林 

＜整備の概要＞ 

木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の

健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の樹木を生育させるための適

切な造林、保育及び間伐等を推進します。また、将来にわたり育成単層林と

して維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更新を行うとともに、施

業の集約化や機械化を通じた効率的な森林の整備を推進します。 

（3） 森林の機能区分と目指す森林の姿の関係性について 

5 つの重視する機能と第 1 章で区分した 100 年後に向けた望ましい目指す森林

の姿のうち、「資源循環の森」と「環境保全の森」との関係性は次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項  森林施業の合理化に関する基本方針 

国、県、本市、森林所有者、林業事業体等関係者の合意形成を図りつ

つ、委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化の

促進、森林作業道の整備等を計画的かつ総合的に推進します。  
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第２節 森林の整備に関する事項 

第１項 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

1 樹種別の立木の標準伐期齢 

立木の標準伐期齢は、標準的な立木の伐採（主伐）時期に関する指標、

制限林の伐採規制等に用いられ、標準的な自然条件にある森林の平均生

長量が最大となる林齢を基準に、森林の有する公益的機能、平均伐期齢

や森林の構成を勘案して定める主伐期の基準です。 

なお、本計画において定める立木の標準伐期齢は、この林齢に達した

時点での森林の伐採を義務付けるものではなく、この林齢より若くして

の伐採を抑制するためのものです。 

また、病虫害等の被害地等での伐採や目的とする材の用途により、標

準伐期齢に満たない林齢で主伐する場合には、当該森林の立地条件や公

益的機能の発揮の必要度、伐採の目的などを勘案して適否を判断します。

また、特定苗木などの調達可能などが調達可能な地域では、その特性に

対応した標準伐期齢の設定を検討するものとします。 

本市で定める樹種別の標準伐期齢を次表に示します。 

 

【樹種別の立木の標準伐期齢】 

地域 

樹   種 

スギ ヒノキ マツ 
ブナ・ミズ

ナラ 

その他 

広葉樹 

福井市 

全域 
40年 45年 40年 65年 25年 

2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

（1）伐採について 

主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、

再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、皆伐

又は択伐もしくは漸伐によるものとします。 

皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとします。皆伐に当たっ

ては気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の必要性を

踏まえ、適切な伐採区域の形状、1 箇所当たりの伐採面積の規模及び伐

採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて 20ha ごとに

保残帯を設け適確な更新を図ります。なお、過去に災害履歴がある箇所

など、予定地の地質や状態によっては伐採規模を 1ha として、1ha ごと

に保残帯を設け、更新を図ることにします。 

また、択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木

の一部を伐採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採

区域全体でおおむね均等な割合で行うものです。このとき、森林の有す

る多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となるよう、一定の

立木材積を維持するものとし、材積に係る伐採率は 30％以下（伐採後の
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造林が植栽による場合にあっては 40％以下）とします。 

主伐を行う場合においては、森林の有する多面的な機能の維持増進を

図ることを基本とし、気候、地形、土壌等の自然的条件、既往の施業体

系、森林資源の構成、森林に対する社会的要請、木材価格・流通状況等

の生産動向、施業制限、集材の方法、花粉発生源となるスギ等の人工林

の伐採・植替え等の加速化等を踏まえ、次に示す方法（皆伐、択伐、漸

伐）に従って行うものとします。 

【皆伐、択伐、漸伐の方法】 

 

 

 

 

 

 

 

（2）伐採の方法 

立木の伐採の標準的な方法を進めるに当たっては、以下のア～カに留意

します。 

ア  森林の有する多面的機能の維持増進を図ることを旨とし、皆伐及
び択伐の標準的な方法について、立地条件、地域における既往の施

業体系、樹種の特性、木材の需要構造、森林の構成等を勘案する。 

イ  森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な
空洞木について、保残等に努める。 

ウ  森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することの
ないよう、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保する。 

エ  伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方
法を定めその方法を勘案して伐採を行うものとする。特に、伐採後

の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保

残、種子の結実等に配慮する。 

オ  林地の保全、雪崩、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風
致の維持、及び渓流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置する。 

カ  上記ア～オに定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針
の制定について」（令和 3 年 3 月 16 日付け 2 林整第 1157 号林野庁

長官通知）のうち、立木の伐採方法に関する事項に留意する。 

また、集材方法については、同通知を踏まえ、現地に適した方法により実施す

る。 

 

3 その他必要な事項 

特になし。 
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第２項 造林に関する事項 

1 人工造林に関する事項 

（1）人工造林の対象樹種 

適地適木を旨として、次表のとおりとします。 

なお、次表以外の樹種を植栽しようとする場合は、森林総合監理士または県林業普及

指導員もしくは市林業水産課職員に相談し、適切な樹種を選択するものとします 

【人工造林の対象樹種】 

針葉樹 スギ、ヒノキ、カラマツ、アカマツ、クロマツ、コウヨウザン 

（スギは少花粉・無花粉の品種を推奨） 

（アカマツ、クロマツはマツノザイセンチュウ抵抗性品種をすると

ともに、特に尾根部で主伐再造林をする場合は、特用林産物の産地

化を図る観点からアカマツを推奨） 

広葉樹 コナラ、ミズナラ、クヌギ、ケヤキ、キリ、イチョウ、クリ、ウル

シ、キハダ、コウゾ、ホウ、センダン、アカメガシワ、アブラギリ 

（特用林産物の産地化を図る観点からクヌギ、キリ、ホウ、アカメ

ガシワ、アブラギリを推奨） 

 

（2）人工造林の標準的な方法 

ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

施業の効率性や地位等の立地条件を踏まえ、既往の植栽本数や保安林

の指定施業要件を勘案して、仕立ての方法別に１ha 当たりの標準的な植

栽本数を次表のとおりとします。 

複層林化を図る場合の樹下植栽について、それぞれの地域において定着している

複層林施業体系がある場合は、それを踏まえつつ、標準的な植栽本数に下層木以外

の立木の伐採率（材積による率）を乗じた本数以上を植栽します。  

事業費の軽減のために低コスト造林を実施する場合や、農地や建物等に隣接して

将来的に倒木となる恐れのある箇所で伐採を実施する場合、将来的に木材生産を目

的としない森林に誘導する場合等については、次表の植栽本数によらず疎植を行い

ます。  

また、人工造林を行う場合は、近年シカなどの獣害被害が増加していることを踏

まえ、必要に応じてネットの設置など獣害対策を講じることとします。 

人工造林の実施にあたっては、画一的に行うことなく、現地の実態、自然条件を

十分に考慮し、健全で多様な森づくりを進める観点及び保育コストの低減並びに木

材の生産機能などを図る観点から、コンテナ苗の活用や伐採と造林の一貫作業シス

テム、低密度植栽や早生樹の導入など、新たな施業技術なども取り入れ、幅広く検

討することとします。 

なお、標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、森林総合監理

士または県林業普及指導員もしくは市林業水産課職員に相談のうえ、適切な植栽本

数を決定するものとします。 
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【人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数】 

樹種 仕立ての方法 
標準的な植栽本数 

（本／ha） 
備考 

スギ 

密仕立て（※1） 2,800～3,000  

中仕立て（※1） 2,000～2,500 
植栽・保育経費の低コスト化を図

る場合は、2,000本/haとする。 

疎仕立て（※１） 1,000～1,500 低密度植栽を図る場合 

針広混交林（※2） 1,000 
天然更新木との混交林に誘導す

る場合 

ヒノ

キ 

密仕立て（※1） 2,800～3,000  

中仕立て（※1） 2,000～2,500  

疎仕立て（※1） 1,000～1,500 低密度植栽を図る場合 

針広混交林（※2） 1,000 
天然更新木との混交林に誘導す

る場合 

広葉

樹 

中仕立て（※1） 2,500～10,000  

針広混交林（※2） 1,000 
針広混交林に誘導する場合であ

って、天然更新と併用する場合 

         ※1 密仕立て、中仕立て、疎仕立てとは、植栽間隔別で管理本数が異なる方法です。 

         ※2 針広混交林に誘導する場合は、天然更新による稚樹の発生を考慮し、天然更新が

期待できない場合には植栽本数を増やすなどの対応をとることとします。 

 

イ その他人工造林の方法 

福井市は豪雪地帯であるため、雪害防止を目的として、次表に示す作

業を実施し、人工造林地において確実に成林が図られるように努めるも

のとします。 

【その他人工造林の方法】 

区分 標準的な方法 

地ごし

らえの

方法 

等高線沿いに堆積する全刈筋積を原則とします。なお、急傾斜地等の

崩壊の危険性のある箇所については、生木棚積地拵を行い、林地の保全

に努めるものとします。 

植付け 

の方法 

気候や傾斜など自然条件及び既往の方法の成果などを勘案し、雪害防

止と機械下刈りを目的とした長方形植え又は三角植えとします。 

植付けは、根の乾燥を防ぐとともに、細根を四方に広げた丁寧植えとし

ます。 

植栽の

時期 

植栽木が確実に活着するよう、10月～11月の秋植えまたは、4月の

春植えとします。早春のフェ－ン現象時は植付けを避けるものとしま

す。 
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（3）伐採跡地の人工造林をすべき期間 

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を

図る観点から、3 に定める「植栽によらなければ適確な更新が困難な森

林」に指定されている森林などで、かつ皆伐による伐採跡地について、

人工造林をすべき期間は、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の

初日から起算して 2 年以内とします。  

また、択伐による伐採に係るものについては、伐採による森林の公益

的機能への影響を考慮し、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日

から起算し、5 年以内に人工造林を実施し更新を図るものとします。 

 

2 天然更新に関する事項 

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現

況、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主とし

て天然力を活用することにより適確な更新が図られる森林において行う

こととします。 

（1）天然更新の対象樹種 

天然更新の対象は、福井県天然更新完了基準（令和 4 年 9 月改訂）に

例示されている高木性の在来種とします。これらと併せて、萌芽による

更新が可能な樹種を次表に示すとおり定めます。 

【天然更新の対象樹種】 

天然更新の対象樹種 高木性の在来樹  

  
萌芽による更新

が可能な樹種 

カシ類、ナラ類、ブナ類、ハンノキ類、サクラ類、 

タブノキ類、カエデ類等、高木性の樹種 

（2）天然更新の標準的な方法 

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数  

天然更新の対象樹種について、期待成立本数は次表のとおりとします。 

なお、樹高は 50ｃｍ以上とします。 

【天然更新の対象樹種の期待成立本数】 

樹種 期待成立本数 

カシ類、ナラ類、ブナ類、ハンノキ類、サクラ類、タブノキ類、

カエデ類 
10,000本／ha 

また、天然更新すべき立木の本数については、天然更新の対象樹種の期待成立本

数の立木度3となる１haあたり3,000本程度とします。 

 

イ 天然更新及び天然更新補助作業の標準的な方法 

天然更新及び更新を確実なものとするための天然更新補助作業の標準

的な方法は次表のとおりとします。 
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【天然更新及び天然更新補助作業の標準的な方法】 

項目 
更新の 

種類 

補助 

作業 
標準的な方法 

天然更新

補助作業

の標準的

な方法 

天然下種 
地表処

理 

ササの繁茂や落葉落枝が腐朽し堆積すること

により、天然下種更新が阻害されている箇所に

おいて、掻き起こしや枝条整理等を行い、種子の

定着及び発育の促進を図るものとします。 

天然下種 

/萌芽 

刈出し 

天然稚幼樹の生育がササ等の下層植生によっ

て阻害される箇所において、稚幼樹の周囲を刈

払い、稚幼樹の生長促進を図るものとします。 

植込み 

天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新

の不十分な箇所に必要な本数を植栽することと

します。 

天然更新

補助作業

の標準的

な方法 

つる切

り 

ツル植物の繁茂により天然稚樹の生育が阻害さ

れている箇所について行うこととします。 

萌芽 芽かき 

発生後数年までは枯死するものが多いため、

目的樹種の発生状況により必要に応じて優良芽

を萌芽の優劣が明らかとなる 5 年目頃に、

1 株当たりの仕立て本数 3 本～5 本を目安

として残すものとし、それ以外のものをかきと

ることします。 

 

ウ その他天然更新の方法 

伐採跡地の天然更新の完了を確認する方法については、次表のとおり

とします。 

なお、更新すべき立木の本数に満たず天然更新の完了が困難であると

判断される場合には植栽または天然更新補助作業により確実に更新を図

ります。 

【天然更新補助作業の標準的な方法】 

天然更新の完了の

判断基準 

5 年生の天然更新対象樹種の密度が 3,000 本／ha 以

上の状態（立木度 3 以上の状態）をもって天然更新

が完了した状態とします。 

天然更新の完了の

確認調査の方法 

福井県天然更新完了基準に基づき行うものとしま

す。 

 

エ その他天然更新の方法 

特になし。 

 

（3）伐採跡地の天然更新をすべき期間  

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図る観点から、原則とし

て、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算し 5 年を超えな

い期間を目安とします。 
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3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

（1）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

現況が針葉樹人工林である森林または林床に更新樹種が存在しない箇

所であり、以下の①～③とします。  

①  現況が過密状態にある森林 
②  シカ等による食害が激しい森林 
③  ササが一面に被覆している森林 

このほか、以下のような天然更新による成林が期待できない森林の判断

基準に該当する場合は、植生などにより更新の確保を図ります。 

ア 萌芽更新に適した立木や天然更新に必要な種子を供給する母樹が区

域内又は隣接した区域に存在しない森林。 

イ 尾根筋など、現地の生育状況や地形、土壌条件、当該森林及び近隣の

森林における主伐箇所の天然更新の状況等から判断して、稚樹が発生し

ても十分な生長が期待できない森林。 

ウ 地形、傾斜、積雪量及び周辺の植生等から判断して、雪の移動(グラ

イド)が懸念される森林。 

エ 大面積（20ha 以上）人工林の皆伐予定地であって、現況の林床に木本

類の発生が見られない森林。 

オ 病虫獣害の発生によって、稚樹が発生しても消失する可能性が懸念さ

れる森林。 

カ 転用を伴わない伐採で面積 1．0ha を超える伐採が行われる森林。 

ただし、次のいずれかの要件を満たす伐採であれば、その伐採に係る

部分は天然更新が確保されるものとして、「植栽によらなければ適確な

更新が困難な森林」から除外されたものとします。 

(ア) 伐採方法が皆伐でない伐採（ただし、誘導伐における帯状皆伐及

びそれに準じた方法により実施され、併せて更新補助作業が行われる

皆伐については、皆伐でない伐採に相当するものとして扱います。） 

（イ） 伐区ごとの面積が 1.0ha 以下の皆伐 

（ウ） 伐区の最大の幅が 25ｍを超えない皆伐 

（エ） 現地において、更新木に相当するおおむね 0.5ｍ以上（ササが生

育している箇所では、ササの高さを加えておおむね 0.5ｍ以上。ただ

し、伐採に伴ってササが刈り払われる場合は、地表よりおおむね 0.5

ｍ以下。）の高さの木本類がおおむね 3,000本/ha以上生育しており、

上層木の伐採によってもそれらの木本類が失われないことが確実な

場合 

（オ） 現地に萌芽更新などの母樹として期待できる高木類の立木がお

おむね 300 本／ha 以上ある場合、あるいは伐区の中に 1ha 当たりお

おむね次の式で求められる本数以上、下種更新の母樹となりうる前

生の主林木が散在して残されている場合 

Ｎ＝10,000÷Ｈ×2（Ｎ：1ha 当たりの保残木の本数、Ｈ:主林木の平

均樹高） 

（カ） 森林整備事業（造林補助事業）など公的補助事業により、更新作

業が実施される場合 
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（キ） 電力会社（電気事業法第三条及び第二十七条の四に基づき許可を

受けた一般送配電事業者及び送電事業者又は同法第二十七条の二十

七に基づき届け出た発電事業者）による線下伐採については、土地の

地用目的等の理由から、伐採後における当該管理が適正に行われて

いることを前提として、本計画における天然更新完了基準、伐採跡地

の天然更新をすべき期間の対象外にすることとします。ただし、施設

の撤去等で利用目的を失われた場合は、人工造林等により当該区域

の速やかな更新を求めることにします。 

（ク） 保健機能森林の区域の森林であって、森林保健機能施設の設置が

見込まれるもの 

（ケ） 人工林択伐地であって複層林や針広混交林に誘導する森林（現地

の状況に応じて） 

（コ） 生活保全の森における緩衝帯整備での伐採 

 

（2）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

この所在は、必要に応じて、写真・現地確認等により明らかにしま

す。  

4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令
の基準 

森林法第 10 条の 9 第 4 項の伐採の中止又は造林の命令に関する基準に

ついては、次のとおり定めます。 

（1）造林の対象樹種 

ア 人工造林の場合 

第 2 項の 1 の（1）によります。 

 

イ 天然更新の場合 

第 2 項の 2 の（1）によります。 

 

（2）生育し得る最大の立木の本数として想定される本数 

「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」以外の森林の伐採跡地

の植栽本数として、天然更新の対象樹種の立木が 5 年生時点で、生育し得

る最大の立木本数は、10,000 本／ha とする。 

また、更新すべき立木の本数については、周辺の植生の草丈（更新対象

樹種の生存、生長を阻害する競合植物（ササ、低木、高茎草本等）の高さ）

を上回る更新対象樹木の幼稚樹が、3,000 本／ha（期待成立本数の立木度

3）程度とし、満たさない場合、不足本数を植栽するものとします。 

 

5 その他必要な事項 

特になし。 
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第３項 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な

方法その他間伐及び保育の基準 

1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

（1）間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

間伐の標準的な方法については、次表のとおりとします。 

ただし、標準的な間伐率の範囲を越えて間伐しようとする場合は、森林

総合監理士または県林業普及指導員もしくは市林業水産課職員に相談の

うえ、適切な間伐率を決定するものとします。 

【間伐の標準的な方法】 

樹種 
間伐率(材積)

（%） 
実施時期 

繰り返し期間

（年） 

伐採までの実

施回数（回） 

最終間伐の

期間 

スギ 12～35 
標準 

伐期齢 

未満 5～15 2～4 
主 伐 予

定 の 10 

年以前 

以上 10～20 適 宜 

ヒノキ 10～35 
標準 

伐期齢 

未満 5～15 2～5 

以上 10～20 適 宜 

また、間伐は伐採年度の翌年度の初日から起算して概ね5年後において、その森

林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが認められる範囲内で行うことを基

本とします。ただし、針広混交林化など公益的機能の発揮を目的とした間伐につい

ては、この限りではありません。 

 

（2）平均的な間伐の実施時期の間隔の年数 

平均的な間伐の実施時期の間隔の年数については、次表のとおりとします。 

【平均的な間伐の実施時期の間隔の年数】 

区分 標準伐期齢未満の森林 標準伐期齢以上の森林 

人工造林によるもので、 

樹種を問わない 
おおむね15年 おおむね 20 年 

 ※上表は森林経営計画における間伐実施量算出の基礎となります。 

 

2 保育の種類別の標準的な方法 

保育の標準的な方法については、次表のとおりとします。 
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【保育の標準的な方法】 

保育

種類 
樹種 

実施すべき 

標準的な林齢及び回数 
標準的な方法 

初 2 3 4 5 6 7 8 

回 回 回 回 回 回 回 回 

根
踏
み 

スギ 

 

ヒノキ 

1

年 
         

融雪直後に植栽木（浮き根）の根

元に、土をかけてよく踏み固める。 

下
刈
り 

スギ 

 

ヒノキ 

2

年 

3

年 

4

年 

5

年 

6

年 

7

年 

8

年 
 

植栽の翌年から年 1 回を原則と

し、雑草繁茂の著しい所は、2 回

刈りを実施する。1回刈りは7～8

月、2回刈りは1回目6月、2回目

8月を基準とする。4回目以降の下

刈りについては、雑草木や植栽木

の生育状況により必要性を検討し

た上で実施する。 

雪
起
し 

スギ 

ヒノキ 

3

年 

4

年 

5

年 

6

年 

7

年 

8

年 

9

年 

10

年 

植栽後2年目から、融雪後直ちに

実施する。 

芽
か
き 

センダン 

１

年 

春 

１

年 

夏 

2

年 

春 

2

年 

夏 

    
求める直材の高さになるまで脇芽

が枝になる前までに取り除く。 

除
伐 

スギ 

 

ヒノキ 

9

年 

13

年 
        

植栽後9年目から、間伐までの間

に造林木の生育が阻害されている

箇所、阻害が予想される侵入木や

形成不良木を除去する。実施時期

は、10月頃を目安とする。 

枝
打
ち 

スギ 

 

ヒノキ 

13

年 

17

年 

21

年 

25

年 

30

年 
   

植栽後13年目から、5回程度実施

する。病害虫等の発生を予防する

とともに、材の完満度を高め、優

良材を生産するために行う。実施

時期は、樹木の生長休止期の12月

下旬～3月上旬頃とする。 

つ
る
切
り 

スギ 

 

ヒノキ 

10

年 

18

年 
        

下刈り終了後、つるの繁茂の状況

に応じて行う。 

実施時期は、8～10 月頃を目安と

する。 

(注) この表は、主たる保育の一般的な目安を示したものであり実行に当た

っては画一的に行うことなく植栽木の生育状況、現地の実態、自然条件

等に即した効果的な作業時期、回数、方法等を十分検討の上適切に実

施します。 
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3 その他必要な事項 

下刈りについては、苗木の生育や下草の繁茂の状況に応じて、前項の標

準的な方法よりも期間を短縮するほか、隔年で実施する等、低コスト化に

努めるものとします。  

また、枝打ちについても、生産目標に応じて、回数を減ずることができ

ることします。 

 

第４項 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

（1）水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

ア 区域の設定 

水源の涵（かん）養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進す

べき森林は別表 2 及び概要図 C のとおりとします。このうち、伐期の間

隔の拡大、すなわち伐期の延長を推進すべき森林の区域についても、別

表 2 のとおりとします。  

イ 森林施業の方法 

森林施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本と

し、伐期の間隔の拡大、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図る

こととします。 

具体的には、自然条件に応じて育成複層林施業を積極的に推進するほか、

更新時に林床が裸地化する面積及び期間を縮小するため、森林の面的広が

りやモザイク的配置に留意し、1 箇所当たりの伐採面積の縮小及び分散並

びに伐採年齢の延長を図るものとします。また、このことにより、皆伐を

実施する場合の林齢はおおむね標準伐期齢+10 年以上を目安とし、次表に

示します。 

水源の涵（かん）養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべ

き森林のうち、特に機能の発揮の必要のある森林については、長伐期施業

を推進すべき森林とし、主伐の時期を標準伐期齢のおおむね 2 倍の林齢以

上（標準伐期齢の 2 倍の林齢からその 2 割以内の期間を減じた林齢を可と

する）とするとともに、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図り

ます。 

森林施業の方法別の区域及び面積は別紙 3 のとおりとします。 

なお、他法令等で当該基準を超える制限が定められている森林について

は、その基準を適用します。 
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【森林の伐期齢の下限】 

区域 

樹種 

スギ ヒノキ マツ 
ブナ・ 

ミズナラ 

その他 

広葉樹 

水源涵（かん）養機能林 50年 55年 50年 75年 35年 

 
特に機能の発揮の必要のある

森林 
80年 90年 80年 130年 50年 

 

（2）土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又

は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

ア 区域の設定 

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の

機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森

林は別表 2 及び概要図 C のとおりとします。  

イ 森林施業の方法 

森林施業の方法として、地形・地質等の条件を考慮した上で、伐採に伴

って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然力も活用した

施業、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を

図るための施業、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図

る施業、美的景観の維持・形成に配慮した施業を推進します。  

なお、これらの公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進

すべき森林については、択伐による複層林施業を推進すべき森林とします。

それ以外の森林については、複層林施業を推進すべき森林とします。特に、

保健文化機能維持増進森林のうち地域独自の景観、多様な生物の生息・生

育環境を形成する森林に限り、特定広葉樹育成施業を推進すべき森林とし、

特定広葉樹の樹種を選定し、別表 4 に指定します。 

また、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれら

の機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林とし、主伐の

時期を標準伐期齢のおおむね 2 倍以上とするとともに、伐採に伴って発生

する裸地の縮小及び分散を図ることとし、次表のとおりに示します。  

それぞれの森林施業の方法別の区域及び面積は別紙 3 のとおりとしま

す。 

【長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限】 

区域 

樹種 

スギ ヒノキ マツ 
ブナ・ミズナ

ラ 

その他広葉

樹 

山地災害防止機能林 

生活環境保全機能林 

保健文化機能林 

80年 90年 80年 130年 50年 
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2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当

該区域内における施業の方法 

（1）区域の設定 

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林は、

別表 2 及び概要図 C のとおりとします。  

この区域のうち、林地生産力が高く、傾斜が比較的緩やかで、林道等や

集落からの距離が近い森林等を「特に効率的な施業が可能な森林」として

定め、別表 2 のとおりとします。この際、人工林を中心とした林分である

など周囲の森林の状況を踏まえるとともに、災害が発生するおそれのある

森林を対象としないように十分に留意します。 

 

（2）森林施業の方法 

生産目標に応じた伐採の方法等を定めるとともに、保育及び間伐の実施、

森林施業の集約化等を通じた効率的な森林整備を推進します。なお、森林

の公益的機能の発揮に留意しつつ、路網整備、森林施業の集約化・機械化

等を通じた森林整備を推進します。  

また、「特に効率的な施業が可能な森林」の区域のうち、人工林につい

ては、原則として、主伐後には植栽による更新を行います。 

 

3 その他必要な事項 

（1）施業実施協定の締結の促進方法 

該当なし。 

 

（2）その他 

該当なし。 

第５項 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関す

る事項  

1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

森林所有者の意向、森林組合等林業事業体の状況、市場の動向等を的確

に把握する体制を整備し、相互の情報提供と活用を図ることにより、森林

の経営の受委託の一層の推進を図ります。 

その際、施業などの委託が円滑に進むよう、施業内容やコストを明示し

た提案型施業の普及及び定着を促進します。 

あわせて、航空レーザ測量等により整備した森林資源情報の公開を促進

し、面的な集約化を推進します。 

 

2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

森林所有者等への働きかけ、施業集約化に向けた長期の施業の受委託な

ど森林の経営の受委託に必要な情報の入手方法の周知をはじめとした普
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及啓発活動のほか、森林情報の提供及び助言・あっせんなどを推進し、意

欲ある森林所有者・森林組合・民間事業体への長期の施業等の委託を進め

るとともに、林業経営の委託への転換を図ります。  

その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、施業内容やコストを明

示した提案型施業の普及及び定着を促進します。また、森林施業の共同実

施、作業路網の維持運営等を内容とする施業実施協定の締結等により、森

林所有者等の共同による施業の確実な実施を促進するものとします。 

 

3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

森林経営計画における経営の受託にあたっては、森林の育成権が委ねら

れているものとします。 

 

4 森林経営管理制度の活用に関する事項 

（1）基本的な方針 

経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に係る記載に

当たっては、当該計画が公益的機能別施業森林及び木材の生産機能の維持

増進を図るための森林施業を推進すべき森林における施業の方法との整

合が図られたものとなるように留意します。 

 

（2）具体的な方針 

経営管理権集積計画作成に係る意向調査全体計画を順次見直しながら

進めます。 

 

5 その他必要な事項 

該当なし。 

 

第６項 森林施業の共同化の促進に関する事項 

1 森林施業の共同化の促進に関する方針 

福井市においては、森林施業の共同実施、作業路網の維持運営等を内容

とする施業実施協定の締結等による施業の共同化を促進していきます。 

 

2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

森林所有者に対して、福井農林総合事務所、市、森林組合等が連携し、

地区別説明会等の普及啓発活動を行い、森林組合等への長期の施業の経営

の委託や施業実施協定の締結に努めることとします。 

 

3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

ア 共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同者」という。）

は、各年度の当初に年度別の詳細な実施計画を作成し、代表者等による
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実施管理を行うこととし、施業は間伐を中心に可能な限り共同又は意欲

ある森林組合等への委託により実施することを旨とします。 

イ 作業路網その他の施設の維持運営は共同者全員により実施すること

とします。 

ウ 共同者の一員が施業等の共同化につき遵守しないことにより、その者

が他の共同者に不利益を被らせることがないよう、あらかじめ個々の共

同者が果たすべき責務を明らかにします。 

 

4 その他必要な事項 

該当なし。 

 

第７項 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関

する事項 

1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事

項 

林道等路網の種類としては、林内路網の根幹をなし、山村地域の道路網

を補完する「林道」、幹線となる林道を補完し、森林作業道と組み合せて

間伐作業を始めとする森林施業の用に供する「林業専用道」、さらに間伐

を始めとする森林整備、木材の集材・搬出を行うため継続的に用いられる

「森林作業道」があります。これら路網の開設については、傾斜等の自然

条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷を低減しつつ、

木材の搬出を伴う間伐や、多様な森林への誘導等に必要な森林施業の効率

化に配慮します。  

路網密度の水準は各作業システムによって異なります。緩傾斜地や中傾

斜地では車両系の作業システムとし、路網密度は高くします。一方、急傾

斜地や急峻地ではタワーヤーダなどの架線系の作業システムを導入する

ことにより、路網密度を低くし、環境負荷を低減します。 

「効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システ

ム」の考え方を次表に示すとともに「車両系と架線系の作業システムの例」

を次図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：林野庁（路網整備の推進） 
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【効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システム】 

（単位：ｍ/ha） 

区分 
作業 

システム 

基幹路網 細部路網 路網密度 

林道・ 

林業専用道 
森林作業道 合計 

緩傾斜地 

（0°～15°） 
車両系 30～40 70～210 110～250 

中傾斜地 

（15°～30°） 

車両系 
23～34 

52～165 85～200 

架線系 2～41 25～75 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系 
16～26 

35～124 60〈50〉～150 

架線系 0～24 20〈15〉～50 

急峻地 

（35°～  ） 
架線系 5～15 ― 5～15 

※木材搬出を行わない区域の森林面積及び路網の距離は、上記の路網密度の算

出に用いない。 

※育成単層林の車両系においては、「路網整備水準の目安」における最大値、架

線系は最小値の基幹路網密度を設定しました。また、伐採現場から林道への搬送

能力を高めるために、森林作業道を整備します。 

※「急傾斜地」の〈 〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層

林へ誘導する森林における路網密度とします。 

※育成複層林の車両系（緩・中傾斜地）は最大値、それ以外は最小値の基幹路網

密度を設定しました。 

 

 

【車両系作業システム（例）】 【架線系作業システム（例）】 

 

2 路網の整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

間伐等の森林施業を実施することが望ましいものの既設路線がなく

基幹路網の開設が必要な区域とし、地形、地質、森林の有する機能等

を踏まえて定め、路網の整備と森林施業の集約化により低コストの森

林施業を推進します。その区域を概要図 D に図示します。 
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3 作業路網の整備に関する事項 

（1）基幹路網に関する事項 

ア 基幹路網の作設に係る留意点   

林道の作設にあたっては、安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切

な規格・構造の林道の整備を図る観点等から、林道規程（昭和 48 年 4 月

1 日付け 48 林野道第 107 号林野庁長官通知）、林業専用道作設指針（平成

22 年 9 月 24 日付け 22 林整第 602 号林野庁長官通知）を基本として、「福

井県林道技術指針」等に則して、開設します。 

 

イ 基幹路網の整備計画 

基幹路網の整備計画は、別表 5 及び概要図 D に示します。 

 

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項   

「森林環境保全整備事業実施要領」（平成 14 年 3 月 29 日 13 林整整第

885 号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成 8 年 5 月 16 日

8 林野基第 158 号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作

成して適切に管理します。 

 

（2）細部路網に関する事項   

ア 細部路網の作設に係る留意点 

「森林作業道作設指針（平成 22 年 11 月 17 日林整整 656 号林野庁長官

通知）」や福井県が定める「森林作業道作設指針（平成 23 年 7 月 12 日県

材第 599 号）」に基づき作設するものとします。 

また、森林環境譲与税を活用し、日本海側の多雪地域の自然条件を踏ま

え壊れにくく繰り返し使用できるような、幅員 2．5ｍ以下の森林作業道も

作設するものとします。 

 

イ 細部路網の維持管理に関する事項 

森林作業道作設指針等に基づき、森林作業道が継続的に利用できるよう

適正に管理します。 

 

4 その他必要な事項 

該当なし。 
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第８項 その他必要な事項 

1 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

（1）林業事業体の体質強化 

森林組合等の林業事業体を育成するため、森林施業の受委託等により地

域が一体となって事業量の安定的確保に努めるとともに、雇用の安定化、

経営の合理化などを通じて、経営基盤の強化を長期的展望のもとに促進し

ます。 

 

（2）林業従事者の養成・確保 

新規参入の促進を図るとともに、雇用管理体制の整備、通年雇用体制の

確立、社会保険制度への加入等就労条件の改善、高性能林業機械の導入等

による労働強度の軽減、林業研修等の実施・参加による知識・技術の向上

や労働安全衛生の確保などにより、雇用の長期化・安定化を進めます。 

 

（3）地域に根差した経営意欲の高い自伐林家を育成 

地域林業の活性化や山村振興を図るため、必要な担い手の知識、技術の

修得に対し支援し、過疎化が進む山村地域への移住を促進します。 

 

2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

最新の高性能林業機械の導入を進めスマート林業を推進します。  

 

3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

間伐材を含めた木材を市の公共施設や備品、土木事業等へ積極的に利用

するとともに、新たな活用について検討します。また、これらの活用とと

もに、広く市民へ木材の普及・利用を啓発します。特に間伐材については、

搬出経費が材の売却経費で賄えないため搬出が進まない現状を踏まえ、搬

出が促進されるよう条件整備を進めます。さらに、森林組合等や民間事業

体による木材加工・流通体制整備のための支援を検討します。その際、合

法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 48号）

に基づき、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に配慮します。  

その他、最近注目を浴びている木炭や竹炭、その過程で採れる木（竹）

酢液、薪やチップなどの燃料としての可能性、その利活用の仕方を研究・

普及し、販路の拡大、生産の促進に努めます。 

なお、林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設については

別表 6 及び概要図 E に示します。 
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第３節 森林の保護に関する事項 

第１項 鳥獣害の防止に関する事項 

1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

（1）区域の設定 

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成 28 年 10 月

20 日 28 林整研第 180 号林野庁長官通知）に基づき、ニホンジカ等の対象

鳥獣の別に、当該対象鳥獣により被害を受けている森林及び被害が生ずる

おそれのある森林等について、その被害の状況や当該対象鳥獣の生息状況

を把握できる全国共通のデータや県の調査等に基づき、林班を単位として

鳥獣害防止森林区域と定め、別表 7 及び概要図 F のとおりとします。 

 

（2）鳥獣害の防止の方法 

伐採後の適確な更新及び植栽木の確実な育成を図るため、必要に応じて、

森林所有者等の巡視等による現地の被害状況の確認のほか、防護柵、忌避

剤等、植栽木の保護措置を実施するものとし、防護柵等については、新設・

既設を問わず維持管理・改良等を適切に行いながら被害防止効果の発揮に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

2 その他必要な事項 

各種会議の場等を通じて情報を収集するとともに、必要に応じて現地調

査や関係行政機関、森林組合及び森林所有者等から報告を求めること等に

より、シカの被害対策等の実施状況の把握に努めます。  

鳥獣害の防止の方法が実施されていない場合には森林所有者等に対す

る助言・指導等を通じて鳥獣害の防止を図ることとします。 

 

（植栽木の保護措置） （防護柵の設置） 
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第２項 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保

護に関する事項 

1 森林病害虫の駆除及び予防の方法 

森林病害虫による被害については､その早期発見及び早期駆除に努め、

必要に応じて予防措置を講ずるものとします。 

 

2 鳥獣による森林被害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

シカ以外の鳥獣等による食害、剥皮被害も防止するため、植栽、間伐等

の森林施業に応じた計画的な防護柵の設置、テープ巻等による予防に努め

ます。 

 

3 林野火災の予防の方法 

森林所有者を含めた市民に対して、林野火災予防の普及及び啓発を行う。

また、林道及び林野のパトロール（巡回監視）や火災の迅速な対応に必要

な路網の整備等も実施します。 

 

4 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

「福井市火入れに関する条例」及び「福井市火入れに関する条例施行規

則」に基づき、森林における火災等の防止に努めます。 

 

5 その他必要な事項 

特になし。 

出典：林野庁（松くい虫被害） 
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第４節 森林の保健機能の増進に関する事項 

1 保健機能森林の区域 

美山地域の福井市木ごころの森、清水地域の福井市清水きららの森を保

健機能森林の区域とし、別表 8 に示します。 

 

2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法 

その施業の方法は、次表のとおりとします。 

【造林、保育、伐採その他の施業の方法】 

施業の区分 施業の方法 

伐  採 択伐又は長伐期施業を原則とします。 

造  林 
伐採後は、速やかに、植栽又は更新作業を行うこととし、2年以内に更

新を完了するものとします。 

植  栽 植栽は、できるだけ多様な樹種構成となるよう配慮するものとします。 

保  育 
景観の向上に資するよう必要に応じてササ等の刈り払いを行うものと

します。 

 

3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備 

（1）森林保健施設の整備 

林間広場、遊歩道、管理施設、標識類、及びこれに類する施設等を整備

するものとする。その際に留意すべき事項については次表のとおりとしま

す。 

【森林保健施設の整備の留意事項】 

留意事項 

1 
自然環境の保全、国土の保全に留意し、適切な利用者数の見込みに応じた規模と

するとともに、切土、盛土を最小限とする配置とすること。 

2 
遊歩道は、利用者が多様な林相に接することができるよう配置するとともに、快

適な利用がなされるよう、定期的に刈り払い等のメンテナンスを行うこと。 

（2）立木の期待平均樹高 

立木の期待平均樹高は、次表とします。 

【立木の期待平均樹高】  

樹    種 期待平均樹高 備          考 

スギ 

ヒノキ 

マツ 

ケヤキ・クヌギ 

その他広葉樹 

19m 

15m 

17m 

8m 

8m 

 

4 その他必要な事項 

保健機能森林の管理・運営に当たっては、自然環境の保全に配慮しつつ、

森林の保全と両立した森林の保健機能の増進が図られるよう森林及び施

設の適切な管理や防火体制、防火施設の整備に努めます。 
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第５節 その他森林の整備のために必要な事項 

1 森林経営計画の作成に関する事項 

（1）森林経営計画の記載内容に関する事項 

森林経営計画を作成するに当たり、次に掲げる事項について適切に計画

すべき旨を定めるものとします。 

ア 第 2 節の第 4 項「公益的機能別施業森林等の整備に関する事項」 

イ 第 2 節の第 5 項の 3「森林の施業又は経営の受委託等を実施する上で

留意すべき事項」及び第 2 節の第 6 項の 3「共同して森林施業を実施す

る上で留意すべき事項」 

ウ 第 3 節「森林の保護に関する事項」 

（2）森林法施行規則第33条第1号のロの規定に基づく区域 

路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木

材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる区域は、別

表 9 及び概要図 G のとおりします。 

 

2 生活環境の整備に関する事項 

農地や生活道路、集落背後に拡大・侵入する荒廃竹林の整備、枯損木の

処理、人と獣害のすみ分けを図る環境整備については、地域住民等と連携

して取り組みます。 

 

3 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

市域の 60％を占める森林資源を有効に活用するため、県産材・市産材と

して明確な産地の証明が得られた木材の流通を図ることに努めます。 

 

4 森林の総合利用の推進に関する事項 

福井市木ごころの森、福井市清水きららの森については、下刈り・不良

木の除去・特定広葉樹の植栽等とともに、遊歩道等の施設の適正な維持管

理に努めます。 

また、槙山園地周辺の森林については、里山林として保全するとともに、

自然散策の拠点となるよう適正な維持管理に努めます。 

森林の総合利用施設の整備計画については別表 10 に示します。 

 

5 住民参加による森林の整備に関する事項 

（1）地域住民参加による取組に関する事項 

市内の小学生や一般市民が、自然の大切さとふるさとへの愛着をはぐく

み、森林についての理解を深めるよう、森林づくりへの直接参加を進めま

す。 
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（2）上下流連携による取組に関する事項 

木材産業や特用林産物の課題を解消するため、「ふくいの未来の森林づ

くり推進協議会」を設置し、意見を伺いながら各種施策をより効果的に推

進します。 

 

（3）その他 

該当なし 

 

6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

森林経営管理制度に基づく意向調査・経営管理実施権の設定に向け、年

度別の意向調査全体計画を改定し、事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 その他必要な事項 

（1）保安林その他法令により施業について制限を受けている森林に関する事項 

保安林その他法令により施業についての制限を受けている森林におい

ては、当該制限に従って施業を実施することとします。 

なお、択伐地及び禁伐地は別表 11 及び概要図 H とおりです。 

 

（2）森林売買の監視に係る基本的事項 

県と連携しながら、水源涵（かん）養地域での森林売買の動向を注視す

るとともに、森林所有者の把握に努めるものとします。 

 

（3）市行造林事業について  

市有の人工林については、森林組合へ保育や間伐等を委託する他、ボランティア

の活動への場の提供など、適正な整備保全を進めます。 

 

（4）盛土等の安全対策の適切な実施について 

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）に基づく規制区域

の森林の土地においては、関係機関と連携し、盛土等による災害を防止するための

適切な対応を行います。 

出典：林野庁（森林経営管理制度（森林経営管理法）について） 
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3福井市林業振興プラン策定の経過 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4福井市の統計資料 

 

 

 

 

5用語の定義および基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計資料 

用語の定義および基準 

林業振興プラン策定部会での検討状況 総合農政推進会議での検討状況 

年 月 日 内 容

令和７年 5月28日 第１回福井市総合農政推進会議

 6月30日 第１回福井市林業振興プラン策定部会

 8月28日 第１回福井市林業振興プラン策定部会

 10月6日 第２回福井市総合農政推進会議

 12月1日～26日 パブリック・コメント実施

令和８年 1月29日 第３回福井市林業振興プラン策定部会

1月30日 森林法に基づく国への意見聴取・県知事との事前協議

 2月5日 第３回福井市総合農政推進会議

2月2日～3月4日 森林法に基づく公告縦覧

3月中旬 森林法に基づく国への意見聴取・県知事との協議

3月下旬 森林法に基づく県からの同意・国からの意見

 3月下旬 プランの策定（決定）・公表

4月1日 森林整備計画樹立（期間 令和8年4月1日～令和18年3月31日）



 

 
 

福井市森林整備計画 別表 

別表1 4つの視点ごとの森林の定義と対象森林、区域と抽出条件 

別表2 公益的機能別施業森林の区域 

別表3 公益的機能別施業森林の区域における森林施業の方法 

別表4 特定広葉樹育成施業の対象樹種 

別表5 基幹路網の整備計画 

別表6 林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設 

別表7 鳥獣害防止森林区域 

別表8 保健機能森林の区域 

別表9 一体として効率的に行うことができると認められる区域 

別表10 森林の総合利用施設の整備計画 

別表11 択伐地及び禁伐地 

福井市森林整備計画 図面 
概要図A ４つの目標区分 

（資源循環の森、環境保全の森、観光景観の森、生活保全の森） 

概要図B 本市の人工林・天然林 

概要図C 水源の涵（かん）養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべ

き森林 

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機

能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

概要図D 基幹路網の整備計画 

概要図E 林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設 

概要図F 鳥獣害防止森林区域 

概要図G 路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木

材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる区域 

概要図H 択伐地及び禁伐地 

 

別表(全体) 

別表1(詳細) 

別表2(詳細) 

別表3(詳細) 

図面(全体) 
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